
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

本日、文化審議会は、県内の下記建造物について重要文化財に指定するよう文部科学大臣へ答申

しました。 

今後の官報告示を経ると、県内の重要文化財（建造物）は 84件となる予定です。 

   

・指定される建造物 詳細及び問合せ先は別添資料参照 

  旧 吉 村 順 三
きゅうよしむらじゅんぞう
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長野県（県民文化部）プレスリリース 令和８年（2026 年）５月 22 日 

 
軽井沢町に所在する 

１件の建造物が国の重要文化財に指定されます 

 

（問合せ先） 

担当 県民文化部文化振興課文化財係 赤津、石丸 

電話 026-235-7382（直通） 

   026-232-0111（代表）内線 3572 

E-mail bunkazai@pref.nagano.lg.jp 


